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社会福祉法人鹿児島虹の福社会

理事長 久保 正和 殿

監事 笠 liサ協顆∠

監事万舷翔質く

私たち監事は、平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 までの平成 2

9年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果につ

いて、次の通 り報告いた します。

1監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等 と意思疎通を図 り、情報の収集及び監査の環境の

整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席 し、理事及び職員等か

らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応 じて説明を求め、重要な

決裁書類等を閲覧 し、業務及び財産の状況を調査 しました。以上の方法により、

当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしま した。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る

計算関係書類 (計算書類及びその附属明細書)及び財産 目録について検討 しま

した。

2監査の結果

(1)事業報告等の監査結果

①  事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を

正しく示しているものと認めます。

②  理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反

する重大な事実は認められません。

(2)計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の

増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。
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社会福祉法人鹿児島虹の福社会の法人運営及び施設運営等について 「監事監査調書等」に

従って監査を実施 し、その結果は以下のとお りでしたので、法人定款第34条 に基づいてここ

に報告 します。

記

監査対象年度 平成29年度

監査実施年月 日 平成30年5月 14日 (月 )午後 猟時 oο分～ 介時 。プ刀`

監査事項

1 法人運営関係 ＼Й 修宝、ゥル多Чゥ紀マA喀イ
2 会計経理関係 翅 ιを,A多 彰認 払をイ
8 施設運営管理関係 療 てギわるみ飛 つτ可′

4 職員処遇関係 漣 を・あると1鵜 め多百

5 入所者処遇関係 憩 であるち紙・っ子T
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社会福祉法人鹿児島虹の福社会の平成29年 4月 1日 から平成30年 3月 31日 までの事業年

度に関して、理事の業務執行の状況及び財産の状況等について、平成30年5月 14日 、「監

事監査調書」に従つて監査を実施し、その結果は別紙のとおりでしたのでここに報告し

ます。



(別紙)

1 法人関係について

2 経理関係について
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3 施設運営管理関係について

4 職員処遇関係について

5 入所者処遇関係について

6 その他

盗ヽ ◆― そ.め冷Ч修ん、ぁ4T

認 h参 ィ

れ 駄でろ&ι漁つ患甘

距LJkそ
―
ろ3乙終 め電ざ耳

鴻蓼質ごろろと釈《め3寸


